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研究成果の概要：地方自治への市民参加のための機関である地方開発評議会の実態を把握し、

市民参加の実質を明らかにしようとした。評議会を設置運営している地方政府の数は未だに少

数であるが、その１つのケソン市では、評議会の構成や仕組みについては市民組織の意向がか

なり反映されたものの、評議会の最終目標である開発計画・投資計画の策定には至らなかった。

その要因としては、第１に、評議会委員の間に評議会の機能や審議プロセスについての共通理

解が形成されなかったこと、第２に、委員間に十分な信頼関係が構築されなかったこと、第３

に、ＮＧＯの間で評議会に取り組む姿勢に温度差があったことが明らかになった。 
 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 1,400,000 0 1,400,000 

２００６年度 900,000 0 900,000 

２００７年度 600,000 180,000 780,000 

２００８年度 1,100,000 330,000 1,430,000 

  年度  

総 計 4,000,000 510,000 4,510,000 

 
 
研究分野：政治学 
科研費の分科・細目：政治学・政治学 
キーワード：地方分権、地方自治、市民参加、ＮＧＯ、フィリピン、1991 年地方政府法、地方

開発評議会 
 
１．研究開始当初の背景 
(1)フィリピンは 1987年憲法の制定を受けて
1991 年に地方政府法を制定し、地方分権化へ
の歩みを本格化させた。この分権化の特質と
して重要なことは、地方自治への市民参加を
制度化したということである。すなわち、「地
方特別会議（local special bodies）」と通称さ
れる協議機関を地方政府に設置し、それへの
ＮＧＯの参加を義務づけたのである。 
 

(2)「地方特別会議」はあわせて６つ－地方
開発評議会（Local Development Councils）、
地方保健委員会（Local Health Boards）、地
方入札委員会（Local Prequalification, Bids 
and Awards Committees）、地方教育委員会
（Local School Boards）、地方平和秩序委員
会（Local Peace and Order Councils）、人民
法執行委員会（People’s Law Enforcement 
Boards）－あるが、その中でも、州からバラ
ンガイ（フィリピン最小の基礎自治体）に至

 



 

るまで全ての地方政府に設置されるのが地
方開発評議会である。 
さらに、他の５つの「地方特別会議」の機

能が限定的な領域－保健、教育、治安、政府
調達など－に特化しているのに対し、地方開
発評議会は、当該地方政府の包括的な開発計
画や投資計画を策定する権能を与えられて
いるという点で、広範な分野における市民の
地方自治への参加をより効果的に実現する
場となることが期待されている。 
 
(3)しかし、地方開発評議会を含めた地方特
別会議の設置・運営は遅々として進まなかっ
た。たとえば、フィリピンの行政学者
Emmanuel E. Buendia は、地方特別会議が
全ての地方政府に設置された場合に予定さ
れるＮＧＯ代表委員の全議席数に対して、
1992 年時点における実際のＮＧＯ代表委員
議席数はその１％に満たず、５年後の 1997
年でも 30%弱にすぎないという調査結果を
明らかにしている。さらに、地方政府法施行
10 年後の LDCs 運営状況を検討したあるＮ
ＧＯ関係者は、2004 年の段階で全体の 75%
の地方自治体がLDCsを運営していないと指
摘していた。 

つまり、本研究を開始する前年の 2004 年
時点においても、地方開発評議会を実質的に
運営している地方政府はわずかであり、地方
政府法によって実現するはずの制度的な市
民参加が不十分にしか行われていないとい
う実態があったのである。 

他方で、研究開始当初の時点では、地方開
発評議会の運営を試みる地方政府も徐々に
増加し始めていた。そこで、本研究では、フ
ィリピンにおける制度的市民参加の実質を
探ることを目的に、具体的なケースを取り上
げ、質的調査によって地方開発評議会の実態
を明らかにすることとした。 
 
２．研究の目的 
(1)地方開発評議会は、その構成や活動が地
方政府法によって定められており、また、地
方政府法実施規則や内務自治省が 2001 年に
発出した通達（2001-89 号）によって、評議
会の NGO 代表委員の選出手続きが規定され
ている。 
 したがって、地方開発評議会の実態を見る
ための１つのポイントは、評議会が法の定め
にしたがって構成され、NGO 代表委員の選
出が規定に沿ってなされているかというこ
とになる（なお、評議会の他のメンバー（当
該地方政府の首長および議会の予算委員長、
地方政府内に選挙区を持つ下院議員・その代
理、地方政府内の下位自治体の首長）は、職
指定によって自動的に評議会のメンバーと
なるため、これらについての選出過程を見る
ことには意味はない）。 

 
(2)つぎに、組織された地方開発評議会が実
質的に機能しているかが問題になる。 
①この点について探るためには、まず、評議
会メンバー（とくに、地方政府の首長、当該
地方政府内の下位自治体の長－州の場合は
市長・町長、市と町の場合はバランガイ長－、
および NGO 代表委員）が評議会に対してど
のような姿勢で臨んでいるのかを把握する
ことが有効であろう。 
なぜなら、評議会に対する肯定的態度は評

議会審議への積極的な参加を促す一方で、評
議会に対して否定的な評価を持つメンバー
は参加に消極的になるかまったく参加しな
いことが予想されるからである。 
 
②その上で、実際の評議会活動においてどの
ような議論がいかなる形で行われ、何が決定
されたのか（あるいは決定されなかったの
か）、誰が決定したのかといった点を探る必
要がある。 
 
(3)以上の諸点－１）評議会の構成とＮＧＯ
代表委員の選出、２）メンバーの評議会に対
する姿勢、３）評議会における議論のプロセ
スの実情と決定の内容－を明らかにするこ
とを通じて、当該地方開発評議会が地方政府
の開発計画と投資計画の策定にどのような
影響を与えたのか（あるいは与えられなかっ
たのか）を把握し、制度的市民参加の実質を
探ることが、本研究の目的である。 
 
 
３．研究の方法 
(1)本研究を実施する際に焦点となるのは、
フィリピンにおける地方分権のあり方と、Ｎ
ＧＯをその有力なアクターとする市民社会
の性格およびその運動の実態である。 
 したがって、本研究では、まず先行研究の
検討によって、フィリピンにおける地方分権
および市民社会の一般的状況およびこれら
に関する議論の現状を把握することとした。 
 
①地方分権に関しては、以下の点について明
らかにすることを考えた。まず、1987 年憲法
および 1991 年地方政府法で規定された地方
分権がどのような特徴を持つのかを明らか
にするために、フィリピンにおける中央－地
方関係および地方分権化の歴史をふりかえ
ること。第２に、1991 年以降の地方分権の概
要と特徴を整理すること。そして第３に、地
方分権の問題点としてどのようなことが議
論されているのかを明らかにすること。 
 
②また、市民社会に関しては、以下の諸点を
中心に検討した。第１に、国家と市場との関
係における市民社会の位置づけがどのよう

 



 

に認識されているか。第２に、フィリピンで
市民社会組織の主要なアクターと考えられ
ているＮＧＯとＰＯ（人民組織あるいは住民
組織）の関係についての議論がどのようにな
っているか。第３に、市民社会組織と政府と
の関係について問題として認識されている
ことは何か。第４に、市民社会概念が成立し
発展してきた欧米諸国とは異なる文化的価
値体系を持つフィリピンにおいて、ＮＧＯや
ＰＯなど市民社会組織の活発な活動が観察
されることについて、どのような説明がなさ
れているか。 
 
(2)以上のような先行研究の検討を踏まえつ
つ、地方分権における市民参加の具体的なケ
ースについての質的調査を行った。調査地の
選定は、フィリピン大学行政学部の専門家の
協力を得つつ行い、都市化が進んだ地域にお
ける大規模市としてマニラ首都圏のケソン
市、地方の中規模市としてラ・ウニオン州の
サン・フェルナンド市、そして、州政府から
カビテ州を選んだ。これに加えて、小規模自
治体から１か所の選定を試みたものの、開発
評議会を運営している自治体の把握に手間
取り、また、現在進行形で評議会の運営が行
われている調査地での調査を優先すべきと
判断したため、本研究期間中における調査は
断念した。 
 
(3)実際の調査は、特に開発評議会を新たに
設置する過程にあったケソン市において重
点的に実施することとし、評議会の総会議事
録や評議会委員名簿など一次資料の収集を
進めるとともに、関係者へのインタビューお
よび評議会への参与観察を行った。 
 
①インタビュー対象者としては、評議会メン
バーの３つのカテゴリーである首長（市長）、
ＮＧＯ代表委員、バランガイ長に加えて、市
政府職員の中から、市長の側近であるアドミ
ニストレーターと事務局担当の計画開発局
長代理、そして、評議会から上程される開発
計画を承認する立場にある市議会の予算委
員長と NGO 選出に関わった議員を選定した。 
 
②そして、各々の評議会に対する認識を明ら
かにすべく、１）評議会が議決すべき内容に
ついての認識、２）評議会の決議までの過程、
３）評議会メンバーについての認識（例：Ｎ
ＧＯ代表委員がバランガイ長をどのように
評価しているか）、４）評議会総会や委員会
への参加、５）評議会の有効性認識について
聴取した。 
 
③インタビューに加えて、可能な限りにおい
て評議会の分野別委員会や総会の傍聴を行
い、審議内容および議事進行の実態の把握を

試みた。 
 
(4)サン・フェルナンド市についても、評議
会総会の傍聴を行うとともに、ケソン市と同
様の事項について把握すべく、評議会メンバ
ーおよび評議会事務局担当者へのインタビ
ューを実施した。 
 
(5)カビテ州については、州開発評議会の運
営が実質的に行われていない一方、ＵＮＤＰ
等の援助のもとで、ＮＧＯや住民組織の参画
による沿岸環境管理事業が立ち上がりつつ
あることが明らかとなったため、その調査を
実施することとした。 

フィリピンでは、特定分野での活動を得意
とするＮＧＯが、自らの「得意分野」におい
て地方政府の政策過程に効果的な参加を実
現させてきたといわれている。同州の事業の
実態を見ることによって、ＮＧＯの参加過程
でどのような要素が参加を促進し、あるいは
阻害するのかを確認し、ＮＧＯ－地方政府関
係についての知見を拡大することをこころ
みた。 
 調査では、州政府事業計画書などの一次資
料を収集するとともに、以下の関係者にイン
タビューを行った。１）州政府の開発計画局
長および環境天然資源局で同事業を担当す
る同局次長、２）事業に参画していたＮＧＯ
および住民組織関係者、３）同事業に参加し
ている州内自治体の関係者である。また、同
事業に関連して開催された会議を傍聴した。 
 
 
４．研究成果 
 本研究の成果は以下の通りである。 
 
(1)フィリピンでは、地方分権化は民主化の
一環として一般には理解されている。そして、
フィリピンにおける民主化の重要な要素と
して位置づけられているのが政策過程への
市民参加であり、これは地方分権化の中心的
テーマにもなっている。フィリピンの市民社
会論では、市民参加の主要な担い手としての
ＮＧＯやＰＯの実態についての研究が進ん
でいる。そこで、本研究ではこれらの先行研
究を概観することによってフィリピンにお
いて市民社会がどのようなものとして認識
されているのか、また、市民参加による地方
ガバナンスの質を規定する要因として何が
論じられているかを整理した。 
 
①フィリピンにおける市民社会認識につい
ては、以下の点が明らかになった。 

第１に、市民社会と国家との区別は明確に
認識されている一方で、市民社会と市場（企
業）との区別はあいまいになる傾向がある。
この点は、私企業によるレントシーキングと

 



 

公共利益に資する市民参加とが混同される
可能性への懸念を生じさせる。 
第２に、市民社会を構成するアクター間関

係の問題がある。すなわち、フィリピンでは
ＮＧＯは主に高等教育を受けて専門知識を
有するメンバーで構成され、貧困層などメン
バー外の人々への支援を実施する。それに対
して住民組織であるＰＯは、構成メンバーの
教育的背景や社会的地位は一律ではなく、ま
た、その活動は主にメンバー自身の福利厚生
を目指している。このような違いを有する二
者の間には、ともすれば支配―従属に似た関
係が成立することもあり、個別事業において
リーダーシップをめぐる対立が生じること
もあると指摘されている。また、市民社会論
においても、ＮＧＯとＰＯのいずれを市民社
会の中心的アクターとみるべきかについて、
必ずしも見解が一致しているわけではない。 
 
②市民社会組織と政府との関係については、
第１に、政策形成プロセスの複雑さやあいま
いさといった制度メカニズムの問題や、歴史
的に形成されてきた相互不信が効果的な市
民参加の阻害要因として作用していると指
摘されている。 
 第２に、政府との距離の取り方に関して、
特に共産系ＮＧＯの間で見解の相違が存在
するため、このことが翻ってＮＧＯ間の連携
を阻害する結果になることが指摘される。 
 
③市民社会概念が成立し発展してきた欧米
諸国とは異なる文化的価値体系を持つフィ
リピンにおいて、市民社会組織の活発な活動
が観察される背景に関しては、「奉仕」や「施
し」といった他者への配慮を価値づける規範
をフィリピンの文化的伝統の中に探る研究
が進められてきた。 
それによると、前植民地時代に形成されて

いた自己犠牲を伴う相互扶助の規範を基底
として、スペイン植民地時代に導入された神
の恩寵に報いることを求めたキリスト教精
神と、アメリカ植民地時代にアソシエーショ
ンのメカニズムとともに持ち込まれた自治
を尊ぶ精神が融合し、今日のフィリピンにお
ける慈善活動の動因として作用している。 
 
(2)他方、フィリピンの行政学者の間で展開
されている地方分権論では、地方政府の財政
力や人的資源管理に着目した行政能力の問
題が重要なテーマとして取り上げられてい
る。ここでは、地方分権によって権限と財源
の中央からの委譲を受けた地方政府が、財政
面や人的資源の面で行政能力の不足に直面
している現状が指摘される。 
地方政府の政策過程への市民参加もこれ

との関連で論じられており、ここでは、ＮＧ
Ｏや民間組織の有する専門性を活用してい

かに効率的な行政を行うかという観点が重
視され、市民参加による民主主義の深化とい
う観点が弱くなる傾向がみられる。 
 
(3)市民社会論と地方分権論に関する先行研
究の検討をうけて、ケソン市について重点的
に地方開発評議会における市民参加の実態
調査を行った結果、以下の点が明らかになっ
た。 
 
①開発評議会の設置過程では、地方政府のガ
バナンス向上に取り組むＮＧＯなど市民組
織の精力的な関与によって、評議会の組織や
仕組みに市民組織の意向がかなりの程度反
映されたことが明らかになった。 
すなわち、同市の開発評議会は、法定の機

構―総会、執行委員会、分野別委員会―に加
えて、評議会のＮＧＯ代表委員によって構成
される「セクター代表協議会」を置いている
が、これは、ＮＧＯ代表委員自身のイニシャ
ティブによるものである。また、法定機構で
ある執行委員会も、メンバー構成が拡大され
たが、これもＮＧＯ代表委員の意向を反映し
たものであった。さらに、評議会の「内規」
作成にあたっては、ＮＧＯ代表委員の中から
数名の委員が中心的な役割を果たした。 
 
②しかし、同市の開発評議会は最終的な目標
である包括的開発計画・投資計画の策定には
至らなかった。 
その要因としては、第１に、評議会メンバ

ーの間に、評議会の機能や審議プロセスにつ
いての共通理解が形成されず、審議過程への
積極的な参加が必ずしもなされなかったこ
とがある。特に、国会議員や市長、市議会議
員との個人的なネットワークを通じた旧来
型の予算獲得手法への選好を強く持つバラ
ンガイ長の場合、開発評議会への参加は付加
的な業務以外の何物でもなく、評議会プロセ
ス参加へのインセンティブは働かない。 
また、評議会を構成する市長およびバラン

ガイ長とＮＧＯ代表委員の間に十分な信頼
関係が構築されていなかったことも審議の
スムーズな進行を阻害した。バランガイ長と
ＮＧＯは相互に不信感を抱き、市長は、開発
計画をともに協議して作り上げていく対等
のパートナーとしてＮＧＯを見ていない。そ
のため、各分野別委員会の開催が滞りがちに
なり、さらに重要なことは、市長が自らのプ
ロジェクトへの支持を取り付けるための機
関として開発評議会を位置づけていたこと
がある。 
第３に、ＮＧＯ代表委員の間に評議会に取

り組む姿勢に温度差があったことも、開発計
画・投資計画策定にＮＧＯ代表委員が効果的
な参画をなしえなかった要因の１つという
ことができる。すなわち、地方ガバナンスに

 



 

長年取り組み、「セクター代表協議会」の議
長役に就いたＮＧＯの代表は、開発評議会の
仕組みや役割にも通じ、同市の評議会を有効
かつ迅速に機能させたいという意欲を持っ
ていた一方で、他のＮＧＯ代表委員らは、評
議会の意義や役割について必ずしも深く理
解しておらず、また、「セクター代表協議会」
議長の姿勢は性急すぎるとの不満を持った。
このため、開発評議会設置過程では大きな役
割を果たした「セクター代表協議会」は、開
発計画の実質的な協議に入った段階で、議長
の辞任もあって活動のペースを著しく落と
した。 
以上の３つの要因により、ケソン市の開発

評議会は、包括的開発計画・投資計画を策定
して市議会に上程することができず、市民参
加のための有効な装置としての役割を果た
すことができなかった。 
 
(4)また、フィリピンでは、地方開発評議会
を実質的に運営する地方政府の数は未だに
少数にとどまっている。本研究で調査を行っ
たカビテ州も開発評議会を機能させていな
い地方政府の１つであった。しかしながら同
州では、特定の事業については市民参加によ
る運営を行おうとしていた。ＵＮＤＰ等の援
助によって実施されていた沿岸環境管理事
業もその１つである。そこで、この事業にお
けるＮＧＯ等の参加状況を調査することに
よって、ＮＧＯの参加過程でどのような要素
が参加を促進し、あるいは阻害するのかを確
認し、ＮＧＯ－地方政府関係についての知見
を拡大することをこころみた。調査の結果、
以下の２点が明らかになった。 
 
①特定分野における専門知識と技術を有す
るＮＧＯは、その専門性の高さゆえに地方政
府との協力関係に入り易いものの、持続的な
協力関係の構築が可能か否かは地方政府と
の信頼関係如何によることが明らかになっ
た。すなわち、同州では、沿岸環境管理事業
の開始当初は、州内で活動する複数の有力な
ＮＧＯが、技術的な問題に関する意見交換や
事業のコーディネーションなどにおいて州
政府との協力関係を形成した。ところが、主
に事業予算の管理をめぐって州政府の担当
官との間で意見の相違が生じたことから、こ
れらのＮＧＯは実質的に事業から排除され
てしまったのである。 
 
②また、協力関係にある地方政府の政治的安
定がＮＧＯの政策過程への参画を効果的な
ものにする点で重要であることも明らかに
なった。つまり、カビテ州では、従来から州
政治に大きな影響力を及ぼしていた家族と
州知事との間に政治的対立が生じたために、
州知事に対する地元自治体（沿岸部の市・町）

首長の協力が十分に得られない状況が発生
した。その結果、事業そのものがＮＧＯの期
待したようには進捗せず、このこともＮＧＯ
の参加意欲を減退させた。 
 
(5)なお、ケソン市、カビテ州に加えて、1998
年から開発評議会を運営しているラ・ウニオ
ン州サン・フェルナンド市を調査することに
よって、地方政府が開発評議会を運営して市
民参加を促進しようとするか否かに関して
重要なポイントとなるのが首長の政治経歴
であることが明らかになった。すなわち、上
記３自治体のいずれにおいても、政治経歴に
おいて、地方政治への関与があまり長くなく、
ＮＧＯやメディア、さらには民間企業での活
動歴を有する首長が開発評議会の運営に意
欲的であった。 
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